
新 旧 対 照 表 

〇 神奈川障害者職業能力開発校運営規則（第２条関係）（本則） 

新 旧 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

（入校等の手続） （入校等の手続） 

第５条 職業能力開発校へ入校しようとする者は、校長が知事の承認を得て定め

る入校の申込書（以下「入校申込書」という。）を校長に提出しなければなら

ない。 

第５条 職業能力開発校へ入校しようとする者は、入校申込書（第１号様式） 

校長に提出しなければなら

ない。 

２ （略） ２ （略） 

（入校の決定及び通知） （入校の決定及び通知） 

第６条 校長は、 入校申込書を提出した者について、選考

を行い、入校の適否を決定し、その旨を当該者に通知しなければならない。 

第６条 校長は、前条第１項に規定する入校申込書を提出した者について、選考

を行い、入校の適否を決定し、その旨を当該者に通知しなければならない。 

（誓約書等の提出） （誓約書等の提出） 

第７条 前条の規定により入校を決定された者（以下「訓練生」という。）のう

ち、普通課程の普通職業訓練又は短期課程の普通職業訓練で訓練期間が３月以

上のもの（以下「普通課程等の普通職業訓練」という。）を受ける者は、入校

した日から７日以内に諸規程を堅守することを誓約する書面として校長が知

事の承認を得て定めるもの（以下「誓約書」という。）（精神障害者対象訓練

を受ける者にあつては、誓約書及び校長が知事の承認を得て定める個人情報の

取扱いに係る書類。次項において同じ。）を校長に提出しなければならない。

第７条 前条の規定により入校を決定された者（以下「訓練生」という。）のう

ち、普通課程の普通職業訓練又は短期課程の普通職業訓練で訓練期間が６月以

上のもの（以下「普通課程等の普通職業訓練」という。）を受ける者は、入校

した日から７日以内に誓約書（第２号様式） 

（精神障害者対象訓練

を受ける者にあつては、誓約書及び校長が知事の承認を得て定める個人情報の

取扱いに係る書類。次項において同じ。）を校長に提出しなければならない。

２ 前項の場合において、普通課程等の普通職業訓練を受ける者が未成年者のと

きは、 親権を行う者、未成年後見人その他の者で未成年者を現に監督

保護する者 が誓約書に連署しなければならない。 

２ 前項の場合において、普通課程等の普通職業訓練を受ける者が未成年者のと

きは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で未成年者を現に監督

保護する者をいう。以下同じ。）が誓約書に連署しなければならない。 

第８条 （略） 第８条 （略） 
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新 旧 

（退校） （退校） 

第９条 訓練生は、退校しようとするときは、校長が知事の承認を得て定める退

校の届出書（以下「退校届」という。）を校長に提出しなければならない。 

第９条 訓練生は、退校しようとするときは、退校届（第３号様式） 

を校長に提出しなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（褒賞の授与） （褒賞の授与） 

第10条 普通課程等の普通職業訓練を修了した訓練生のうち、校長は成績優秀な

者に優秀賞を、技能の習得に努力した者に努力賞を 

それぞれ授与することができる。 

第10条 普通課程等の普通職業訓練を修了した訓練生のうち、校長は成績優秀な

者に優秀賞を、技能の習得に努力した者に努力賞を、精励皆勤した者に皆勤賞

を、精勤した者に精勤賞をそれぞれ授与する 。 

第11条～第13条 （略） 第11条～第13条 （略） 
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新 旧 対 照 表 

〇 神奈川障害者職業能力開発校運営規則（第２条関係）（様式） 

新 旧 

（削除） 第１号様式（第５条、第６条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 
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新 旧 

（削除） 第２号様式（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

4



新 旧 

（削除） 第３号様式（第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 
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